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楽壇のポリティクス 

──第三帝国における音楽研究史概観── 

Politik in der Musikwelt: Forschungsgeschichte zur Musik im Dritten Reich 

牧野 広樹 

MAKINO Hiroki 

Zusammenfassung  

Die geschichtliche Forschung über die Musik und Politik im Dritten Reich hat 

schon in den 1960er-Jahren begonnen, aber es wurde erst in den 1990er-Jahren 

ernsthaft damit angefangen. Der vorliegende Beitrag widmet sich dem Begreifen der 

Forschungsgeschichte und den damit einhergehenden Problemen. Zudem berücksichtigt 

er die nötige Perspektive zur Lösung derselben. 

Im ersten Kapitel wird sich darauf konzentriert, wie die auf die Musik im Dritten 

Reich bezüglichen historischen Quellen überhaupt nach dem Zweiten Weltkrieg 

übernommen wurden. Archivalien von der Reichskulturkammer und dem Staatlichen 

Institut für Deutsche Musikforschung wurden teilweise nach dem Zweiten Krieg 

übernommen, aber sind mit der Zeit in Vergessenheit geraten. Erst in den späten 1980er- 

und frühen 1990er-Jahren wurden sie gründlich geordnet. Auch daher ist zu vermuten, 

dass die geschichtliche Forschung über die Musik und Politik im Dritten Reich erst in 

den 90er-Jahren begann. 

Im zweiten Kapitel wird auf die Ansatzforschungen in den 1960er- und 1980er-

Jahren, darunter Beiträge von Josef Wulf (1963) und Fred K. Prieberg (1982) 

eingegangen. Laut Ludwig Finscher werden zwar beide Schriften „von (nur allzu 

verständlicher) moralischer Empörung“ geleitet und gelegentlich träte „die methodische 

Stringenz“ hinter der Wut zurück. Aber diese Schriften haben die ersten Ansätze zur 

Aufklärung von der musikalischen Situation im Dritten Reich geliefert. 

Im dritten Kapitel wird auf die Grundlagenforschungen in den 1990er-Jahren, 

darunter Beiträge von Erik Levi (1994), Michael H. Kater (1987) und Pamela M. Potter 

(1998) eingegangen. Levi blickt auf den Widerspruch zwischen der Idee und Praxis in 

der Musikarbeit im Dritten Reich, Kater untersucht das ausführlichere Musikleben 

unter dem NS-Regime, und Potter betrachtet die vielseitigen Beziehungen zwischen der 
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deutschen nationalen Identität und Musikwissenschaft aus der Makroperspektive seit 

dem 17. Jahrhundert. Diese Grundlagenforschungen basieren auf der gemeinsamen 

Makroperspektive, d. h. die Kontinuität zwischen der Weimarer Republik, eventuell dem 

früheren Zeitalter, dem Dritten Reich und der Nachkriegszeit des Zweiten Weltkrieges. 

Nichtsdestotrotz ist diese Kontinuität zu überprüfen, weil sie vielleicht die 

Verschiedenheit der NS-Kulturpolitik verschleiern kann. 

Im vierten Kapitel wird auf die weiteren Forschungen seit den 2000er-Jahren, 

nämlich Sebastian Werr (2020) und Debatten um die politische Umwertung von Hans 

Heinrich Eggebrecht und Friedrich Blume eingegangen. Werr untersucht umfassende 

biographische Informationen bezüglich der Musiker und Musikwissenschaftler im 

Dritten Reich und stellt uns neue Erkenntnisse darüber zur Verfügung. Debatten um 

Eggebrecht und Blume geben uns merkliche Beispiele davon, dass die politische 

Umbewertung der Musiker und Musikwissenschaftler in dieser Situation neu beginnt.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es zu überprüfen ist, was die 

nationalsozialistischen Wörter oder Ausdrücke, zum Beispiel „Rasse“, für Musiker und 

Musikwissenschaftler bedeutet haben und welche Zukunftsvisionen sie daraufhin 

entwickelt haben. 

 

はじめに──第三帝国期の音楽界とその解明をめぐって 

 第三帝国期において、音楽はいかなる政治的役割を担ったのか。また第三帝国期当時に活

躍した音楽家や音楽学者は、第二次世界大戦後どのように評価されてきたのか。驚くことに、

その全貌の解明が本格的に始まるのは、1990年代以降のことである。1本稿では、まず帝国

 
1 第三帝国期の音楽状況に関する一連の研究動向は、言うまでもなく「過去の克服」に関わ

る社会状況の変化やドイツ近現代史の研究動向とも連動している。「過去の克服」において、

ドイツ国民は第二次世界大戦直後の 1940 年代から 1950 年代にかけて、ナチズムの過去に

対して消極的な態度を取り、その過去を忘却の彼方へ押しやろうとしてきた。一方国内の研

究者は、1960 年代になると 1961 年のアイヒマン裁判、1963 年のアウシュヴィッツ裁判を

機として第三帝国期のナチ犯罪の様相の解明に乗り出すようになる。そして 1970 年代から

1980 年代の反動的な世論の横行による停滞期を経て、1990 年代には「過去の克服」におい

て形骸化した態度の問い直しが進められていくこととなる。またドイツ近現代史研究につ
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文化院および国立ドイツ音楽研究所第二部門を例に、第三帝国期の音楽界に関する史料の

継承と整備の様相を確認する。次いで年代を追った研究の進展、そして近年の研究動向を概

観する。そのうえで、第三帝国期の音楽と政治をめぐる研究における今後の課題と有効な視

点について検討したい。 

 

1. 史料の継承と整備──史料基盤の形成過程について 

1-1. 帝国文化院に関する史料の継承と整備 

そもそもナチ体制当時の音楽状況を伝える史料は、いかなる経緯を経て戦前から戦後へ

ともたらされ、整備されてきたのだろうか。本節では、第三帝国に関する文化統制について

考察するうえで第一に思い浮かぶ帝国文化院 Reichskulturkammer2に関する史料の継承

と整備について見ていきたい。 

第三帝国崩壊直後、在独ソ連軍事政権は芸術労働院 Kammer der Kunstschaffendenと

いう機関を帝国文化院の代替として立ち上げ、その文書館をもともと帝国文化院関連施設

のあったベルリンのシュルター通り 45番地に置いた。その関連施設内部には、1. 帝国映画

院の在籍名簿、2. 政治的な信頼性についてメモされた帝国文化院の個人記録、3. 1933～

1935年のプロイセン劇場審査委員会関連史料、4. 帝国文化院および帝国映画院の雑多な史

料、5. 芸術家からの謝礼・寄付が残されていたという（Werner 1987, 12）。その後、散逸

 

いては、ヒトラー個人のみにとどまらず、複層的な社会構造の関係性においてナチ体制を捉

えようとする 1960 年代の社会史的アプローチに始まり、1970 年代から 1980 年代にかけて

は、ナチ体制下の「普通の人々」の生活を追う日常史的アプローチが発展している。ナチ体

制と学術界の共犯関係やスイス国立銀行とナチ政権との蜜月関係をはじめとする連合国・

中立国との国際関係など、多角的な研究が進展するのは 1990 年代以降のことである。ドイ

ツ国民自身がナチズムへの加担という過去とどう対峙してきたのかについては、石田

（2014[2002]）に詳しい。 

2 帝国文化院とは、ヨーゼフ・ゲッベルス Josef Goebbels（1897–1945）の主導する国民啓

蒙・宣伝省の下に作られた文化統制のための公的機関であり、その下部組織として帝国音楽

院 Reichsmusikkammer、帝国造形芸術院 Reichskammer der bildenden Künste、帝国演

劇 院  Reichstheaterkammer 、 帝 国 映 画 院  Reichsfilmkammer 、 帝 国 著 作 院 

Reichsschrifttumskammer 、 帝 国 放 送 院  Reichsrundfunkkammer 、 帝 国 報 道院 

Reichspressekammerという七つの機関が置かれた（穴山 2012, 105–112）。 
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していた史料はこの芸術労働院の文書館へと集約され、3集められた史料群は a) 帝国映画

院、b) 帝国演劇院、c) 帝国著作院、d) 帝国音楽院、e) 帝国放送院、f) 帝国造形芸術院、

g) その他に機械的に分類された（Werner 1987, 13）。4 

これら帝国文化院に関する史料は、1945 年 5 月から 1946 年 4 月まで芸術労働院文書館

の管理下にあったが、1945 年 10 月以降はイギリス占領地区の情報管理部門によって委託

管理された後、アメリカの設立したベルリンドキュメントセンター Berlin Document 

Center, BDC に移管された（Werner 1987, 13）。1959年および 1962 年にはコブレンツの

連邦文書館 Bundesarchiv に一部が移管され（Werner 1987, 14）、1990 年代にベルリンド

キュメントセンターがアメリカの管轄を離れて連邦文書館との統廃合が進められた際、す

べての帝国文化院関連史料が連邦文書館に完全に移管されている（Hartisch 2009）。 

1987年に初めて史料目録を完成させた連邦文書館のヴォルフラム・ヴェルナー Wolfram 

Werner（1940– ）によれば、帝国文化院関連の残存史料は極めて断片的である。比較的に

史料が豊富に残された帝国著作院を除き、帝国文化院中央局および帝国音楽院、帝国演劇院、

帝国報道院、帝国映画院に関する史料の残存状況は、とりわけ望ましいものではない。しか

しながらまた、そのなかには第三帝国期の「文化統制」にとって興味深い史料の数々が残さ

れているともヴェルナーは述べている（Werner 1987, 14）。 

1987 年の目録完成に向けて多大な時間を要した点を考えると、1987 年以前においては

第三帝国期の音楽状況の基本的な理解のために重要となる帝国音楽院の全容を掴むことさ

え困難であったと考えられる。それだけに一層、後に言及するプリーベルクによる 1982年

の著作が、困難な史料収集作業に支えられた労作であったことをうかがい知ることができ

 
3 1945 年 5 月末には 6. 帝国文化院運営理事の一人ハンス・ヒンケル Hans Hinkel（1901 

–1960）の書簡史料（1933～1945年）、6 月初めには 7. 1943 年帝国映像院解体後の残存史

料、そしてその後に 8. 帝国著作院在籍名簿、9. 帝国著作院および帝国音楽院関連史料、10. 

帝国演劇院内部の劇場への介入記録、11. 歌劇場の在籍名簿、12. 音楽単科大学の在籍名簿、

13. 帝国放送協会の個人記録および書簡、14. 国立歌劇場のソ連占領地域における在籍名簿、

個人記録、15. 民衆劇場の個人記録、16. ウーファ映画会社の個人記録および書簡、17. 国

民啓蒙・宣伝省関連史料、18. ベルリン市立音楽院の個人記録、19. 帝国造形芸術院ベルリ

ン地方支部の個人記録が加わり、分類されるに至った（Werner 1987, 12–13）。 

4 史料の分類に関しては、多少の変更が認められつつも、現在も基本的にはこの分類に準拠

している。なお現在の史料所在地は連邦文書館ベルリン・リヒターフェルデ支部である

（Hartisch 2009）。 
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る。 

 

1-2. 国立ドイツ音楽研究所に関する史料の継承と整備 

次に、国立ドイツ音楽研究所 Das Staatliche Institut für Deutsche Musikforschung 第

二部門の史料の行方について見ていきたい。国立ドイツ音楽研究所は、1935 年に音楽学者

マクシミリアン・ザイフェルト Maximilian Seiffert（1868–1948）によって設立された研

究機関である。第二部門は民族音楽を中心的に扱う部門であり、バイエルンの民族音楽学者

クルト・フーバー Kurt Huber（1893–1943）が初代所長を務め、アルフレート・クヴェル

マルツ Alfred Quellmalz（1899–1979）5が副所長を務めた。 

この第二部門は、ドイツだけでなくヨーロッパ圏の民族音楽や民謡、そして民族舞踊の体

系的な収集と研究に従事しており、歌詞テクストのみを収集したフライブルク・ドイツ民謡

文書館とは異なり、メロディーやそのルーツ、演奏場面の録音も行っていた。また帝国青年

指導部文化局音楽中央課のヴォルフガング・シュトゥンメ Wolfgang Stumme（1910–1994）

や親衛隊 Schutzstaffel, SS 内部の研究機関アーネンエルベ Ahnenerbeの事務長ヴォルフ

ラム・ジーフェルス Wolfram Sievers（1905–1948）とも連携しつつ、民族音楽の収集作業

 
5 彼の専門分野は民族音楽学であり、1928 年にはフライブルク・ドイツ民謡文書館で仕事

を始め、1933年にはヴィリバルト・グルリット Wilibald Gurlitt（1889–1963）のもとで

博士論文『エルスラインのメロディー──古いドイツ世俗民謡の歴史についての論考』を完

成させている。1937 年には国立ドイツ音楽研究所に転属し、1938 年 10月にはフーバーの

後を継ぎ第二部門の所長となる。1940 年から 1942 年は南チロルでフィールドワークを行

っており、第二次世界大戦後は南チロルの民謡研究でドイツ研究振興協会から助成を受け

た。第二次世界大戦後、彼はアーネンエルベを通じたナチ体制中枢との密接な関わりについ

ては沈黙し、自身の研究活動について、国立ドイツ音楽研究所の業務に従事し音楽研究を行

っただけであると弁明している。しかし実際には、彼はラインハルト・ハイドリヒ Reinhard 

Heydrich（1904–1942）より「世界観において確かに信用できる人物」と評されており、ア

ーネンエルベの中心的人物であるジーフェルスやインド＝ゲルマン語学者ヴァルター・ヴ

ュスト Walther Wüst（1901–1993）などとも深いかかわりを持っていた。また 1943 年に

は親衛隊少尉の位階を授かり、アーネンエルベの内部に存在したインドゲルマン＝ゲルマ

ン音楽研究所の所長職にも公式に任命されている。そもそもそれ以前にも、クヴェルマルツ

は既に極右的な環境のなかに身を置いていたようである。1918 年から 1919 年にかけて、

彼は義勇軍の一つであるヴュルテンブルク保安隊に入隊し、バイエルン・レーテ共和国と武

力闘争を繰り広げたというのである。このような経歴のゆえに、彼は第二次世界大戦後、公

式にアカデミックな地位を得ることはできなかった（Rocor 1999, 106; Werr 2020, 38–39）。 



関西美学音楽学論叢 第 8巻 2024年 

Kansai Journal of Aesthetics and Musicology, Vol. 8, 2024 

 

7 

 

にあたっていた。 

この第二部門が収集した史料の行方に大きく関わるのが、先だって言及したクヴェルマ

ルツである。 

1945 年のアメリカ軍進軍直前に、ヴァイシェンフェルトの研究書庫にあった国立ドイツ

音楽研究所の史料の一部が森の中に隠された。6オーストリアに逃亡していたクヴェルマル

ツは、森に隠されたこの史料を安全な場所に移動させるため、レーゲンスブルクのカトリッ

ク音楽単科大学に務める音楽学者ブルーノ・シュテプライン Bruno Stäblein（1895–1978）

と連絡を取り、ドイツとオーストリアの国境付近で密会した。こうして史料は、シュテプラ

インとクヴェルマルツの秘書ゲルダ・リヒテンエッカーの手でレーゲンスブルクへと運ば

れた。こうしてシュテプラインに託された史料は、1948 年のレーゲンスブルク大学創立の

際、当大学内の倉庫へと移された。 

数年後、シュテプライン門下のフェリックス・ホーアーブルガー Felix Hoerburger

（1916–1997）によって、この史料が整理されることとなる。彼の関心は、フーバー、クヴ

ェルマルツ、フリッツ・ボーゼ Fritz Bose（1906–1975）らが第三帝国期にユーゴスラヴィ

ア、南チロル、ウクライナなどで録音した民族音楽の音源にあった。ホーアーブルガーの尽

力によって、1952 年には史料目録が完成する。しかし彼の退官後、1992年までの四十年間、

これらの史料は長らく忘れ去られることとなった。 

公的利用のための史料整備プロジェクトが開始されるのは 1992 年、クリストフ・ダクセ

ルミュラー Christoph Daxelmüller（1948–2013）が民族学研究所の正教授となるのを俟た

ねばならない。この史料整備の契機となったのが、新たな史料の発見である。ダクセルミュ

ラーの共同研究者であるヴォルフガング・A・マイヤーが、書類棚に隠された新たな史料を

発見したのである。発見された史料は、1937 年～1945年の国立ドイツ音楽研究所第二部門

関連の書簡、およびシュテプライン、ホーアーブルガー、クヴェルマルツが交わした第二次

世界大戦後の書簡であった。この際、大学側がナチ時代の関与を示す史料を意図的に隠した

のではないかという誤報道がなされたこと、そして民族音楽学学会においてクヴェルマル

ツらの手による音源史料の劣化と保全が叫ばれたことが重なり、大学側が史料整備のため

 
6 ベルリンの国立ドイツ音楽研究所に残されていた所蔵リストによれば、ヴァイシェンフェ

ルトにある研究書庫の蔵書は 4000 冊以上あったとされている。しかし図書館に残存した蔵

書は、家財とともにアメリカ軍によって焼き払われてしまった（Rocor 1999, 107–108）。 
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の補助金交付を正式に決定したのである。7 

本章では帝国文化院と国立ドイツ音楽研究所に関する史料がどのようにして継承され、

体系的な整備が行われてきたかについて確認した。体系的な整整備作業が本格的に行われ

るのは、どちらも 1980 年代後半から 1990 年代にかけてである。研究の基盤となる史料群

の整備が 1990 年代前後まで停滞していた点から見ても、第三帝国期の音楽状況に関する研

究がそもそも 1990 年代までほとんど進展しえなかったことを見て取ることができるだろ

う。 

 

2. 萌芽的研究──最初期における 2つの研究 

2-1. ヨーゼフ・ヴルフ Joseph Wulf（1912–1974）『第三帝国における音楽』（1963 年） 

しかしながら、第三帝国期における音楽業界の状況については 1990 年代に至るまで全く

関心が寄せられていなかったわけではない。既に 1963年には、ユダヤ系の歴史家ヴルフが

『第三帝国における音楽』と題した史料集を出版している。 

彼は序論において、「ユダヤ性はわれわれ近代的文明の悪意である」（Wulf 1983[1963], 7）

と文化の凋落の原因をユダヤ人に帰したリヒャルト・ヴァーグナー Richard Wagner

（1813–1883）の思考を持ち出したうえで、彼のユダヤ人嫌悪をヒトラーが直接に引き継い

だのだと論じている。ここに、当時よく見られたヘルムート・プレスナー Helmuth Plessner

（1892–1985）的な歴史観を見て取ることができるだろう。ロマン主義からナチズムへの直

接的な歴史的連続性を見て取るこのような歴史認識は、本稿第三章で述べる 1990年代の基

盤的研究へと受け継がれていくものである。 

また本書における第三章と第四章の章題、「人種に特有な芸術 Arteigene Kunst」および

「人種に異質な音楽 Artfremde Musik」に示されているように、本書は「人種主義と音楽」

という基本的枠組みのもとで史料が整理されている。この「人種主義と音楽」という枠組み

は、以後の研究の方向性を大きく規定していくこととなる。 

複数の文書館を渉猟し、当時非公開であった史料の重要部分を抜粋し掲載した本書によ

って、ナチ体制下の音楽状況についての青写真が初めて描かれた。しかしながら、ヴルフ自

身が以下に述べているように、1960 年代の史料状況からは、様々な妥協や日和見主義の意

 
7 国民社会主義にとっての民族学の意義とその学問分野における人々の活動を明らかにす

るうえで、ロコアはこの史料に大きな学術的意義を見出している（Rocor 1999, 105–115）。 
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図を孕んだ個々の音楽学者たちの順応の様相が明らかになることはなかった。 

 

認識の方法に長け、論理的思考に熟達したはずの人 ［々＝研究者たち］がナチ体制下で

支配を極め、ゲルマンの帰郷者を自認して幻覚めいたものを実現できると思っていた

ことは、いっそう理解しがたい。（Wulf 1983[1963], 222） 

 

このことは、1960 年代において書簡史料や私的文書が未だ未発掘であり、個々の音楽学者

についての更なる史料捜査が必要とされていたことを示している。 

 

2-2. フレート・K・プリーベルク Fred K. Prieberg（1928–2010）『ナチ国家の音楽』（1982

年） 

プリーベルクの『ナチ国家の音楽』は、第三帝国における音楽界の様相を初めて明らかに

した。「「第三帝国」の音楽史はその終焉から一世代以上たった今でも、いわゆる白地図のま

まとなっている」（Prieberg 1982, 9）と述べたうえで、彼は以下のように本書の課題を定め

ている。 

 

  音楽史が答えるべき単純な質問とは以下のものである。誰がそこにいたのか？何がな

されたのか？どのような特質で？どのような勢力が決定的な役割を果たし、どのよう

な勢力が被害を被ったのか？それらの勢力は何を［対価として］支払ったのか──精神

的な価値か、それともライヒスマルクか？どこで、そしてなぜその特質が存在したの

か？組織はどのように機能したのか？そして再び、誰がそこにいたのか？（Prieberg 

1982, 9） 

 

プリーベルクの関心は、いかなる演奏家や作曲家、そして楽曲が、いかなる過程を経て国民

社会主義ドイツ労働者党（以下、ナチ党）の文化政治のもとで排除されていったかにある。 

それゆえ本書で中心的に扱われているのは、アドルフ・ヒトラー Adolf Hitler（1889–1945）

の音楽観、ヨーゼフ・ゲッベルス Josef Goebbels（1897–1945）と国民啓蒙・宣伝省 

Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda および帝国音楽院、アルフレー

ト・ローゼンベルク Alfred Rosenberg（1893–1946）とドイツ文化闘争同盟 Kampfbund 

für deutsche Kultur（1934 年よりナチ文化協会 NS-Kulturgemeinde）など、ナチ党組織
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やその内部の重要人物である。またリヒャルト・シュトラウス Richard Strauss（1864–1949）

やハンス・プフィッツナー Hans Pfitzner（1869–1949）など当時の音楽家のほか、ヴォル

フガング・アマデウス・モーツァルト Wolfgang Amadeus Mozart（1756–1791）、フェリ

ックス・メンデルスゾーン・バルトルディ Felix Mendelssohn-Bartholdy（1809–1847）、

リヒャルト・ヴァーグナー Richard Wagner（1813–1883）など著名な過去の音楽家の遺産

がいかに位置づけられたのかについても調査している。 

しかしながら、人種イデオロギー的音楽論を展開した音楽批評家リヒャルト・アイヒェン

アウアー Richard Eichenauer（1893–1956）やフリッツ・シュテーゲ Fritz Stege（1896–

1967）に関する記述は見受けられるものの、クヴェルマルツをはじめアカデミアの世界で

音楽学研究に携わった個々の音楽学者についての記述は驚くほど少ない。 

ヴルフやプリーベルクの行った最初期の研究について、ルートヴィヒ・フィンシャー 

Ludwig Finscher（1930–2020）は、「（非常によく理解できるのだが）道徳的な感情に駆ら

れて、時々論理的説得力から遠のいてしまうことがある」（Finscher 2001a, 1）と指摘する。

確かにプリーベルクの本書は感情的に任せた告発に傾きすぎている部分も強く、当時の音

楽学や音楽思想に関する研究というよりも、音楽学とナチ政権の政治的共犯関係に対する

糾弾が、目的として既に前提に据えられている嫌いは否めない。 

 とはいえこのプリーベルクの著作は、1990 年代以降の研究を基礎づける重要な観点を見

出した。第二次世界大戦前後のドイツの音楽界における人的連続性である。例えば作曲家ヘ

ルマン・ハイス Herman Heiß（1897–1966）のナチ政権との関わりは、『歴史と現在にお

ける音楽 Musik im Geschichte und Gegenwart』事典8第 6巻（1957 年）や『リーマン音

楽事典』（1959 年）に掲載されていないどころか、隠蔽され誤情報で虚飾されているという。

プリーベルクは第三帝国期の活動をなかったものにしようとするこのような隠蔽と虚飾を

 

8 ベーレンライター出版社の創立者カール・フェッテルレ Karl Vötterle（1903–1975）と

音楽学者フリードリヒ・ブルーメによって 1943年に企画され第二次世界大戦後に出版を開

始した『歴史と現在における音楽』事典（1949–1986 年）は、ローゼンベルク局音楽課の指

導者ヘルベルト・ゲーリック Herbert Gerigk（1905–1996）が第三帝国期に構想した事典

計画とは何の関係もないとされる。ただフィンシャーも指摘する通り、『歴史と現在におけ

る音楽』事典の構想が、ナチ・イデオロギーとどの程度関連していたのかについては、この

点とは別に考察せねばならない重要な問題である（Finscher 2001b, 432–433）。 
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あげつらったうえで、ハイスの項目の「［担当執筆者が］もし軽率でだらしない者でなかっ

たのなら、［……］［ハイスには］寛大な忖度が取られたに違いない」（Prieberg 1982, 18）

と皮肉を述べている。 

またプリーベルクは、オーストリアの作曲家ツェザール・ブレスゲン Cesar Bresgen

（1913–1988）について、兵士のためのカンタータとして 1939 年に作曲された《われわれ

の生に与るはただ自由のみ》という楽曲をはじめ、ナチ体制の祝典や行事に際して作られた

彼の楽曲を事細かにあげつらっている。そのうえでプリーベルクは、「［《われわれの生に与

るはただ自由のみ》と題された］この歌は［……］ナチ時代から離れてそれ自身の一価値を

持つもの」（Prieberg 1982, 15）で「ただの自由の歌、つまり国家でよく知られた歌と見な

されている」（Prieberg 1982, 15）としたブレスゲン自身の第二次世界大戦後の虚言を引き

合いに出し、以下のように述べている。 

 

終戦時に 16 歳だった人間として、自らの明確な経験に基づけば、《われわれの生に与

るはただ自由のみ》はヒトラー・ユーゲントの公式歌であり、この歌のいう自由とは「国

民社会主義革命」を引き起こした状態であるということを、私は知っている。それをナ

チ時代から引き離し、「たんなる自由の歌」として機能させ直すのは、歴史の歪曲であ

る。「過去の栄光出版社」は、かつての「ナチ党の中核出版社」であるし、発注先もま

た、どこぞの誰々などではなかった。この歌のイデオロギー的な位置価値について、そ

の軌跡をたどることができるのである。（Prieberg 1982, 15） 

 

終戦時 16歳で非ナチ化裁判を免除される年齢であったプリーベルクは、音楽家たちのナチ

体制への関与とその罪過を仮借なく糾弾することができた。このようにして、彼は隠蔽され

見過ごされてきた第三帝国期と戦後の音楽界の連続性を初めて明るみに出したのである。 

 

3. 基盤的研究──第三帝国期における音楽状況の包括的な解明 

3-1. エリック・リーヴィー（Erik Levi, 1949– ）『第三帝国の音楽』（1994 年） 

ナチズムと音楽界の結託を解明しようとする包括な研究は、1990 年代に最盛期を迎える

ことになる。リーヴィーの『第三帝国の音楽』では、「20 世紀ドイツ音楽における連続性」

（Levi 1996[1994], viii）という時代的観点のもとで、第二次世界大戦前後のみならず、ヴ

ァイマル共和国期から第三帝国期にかけての音楽界の連続性をも明らかにすることが目指
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された。またローゼンベルクとゲッベルスの権力闘争を分析枠組みの基礎に置きつつ、ナ

チ・イデオロギーに基づく音楽文化政策の理念とナチ党各組織の実践の間にある矛盾に目

を向けた。このようにして、リーヴィーは第三帝国期における音楽文化政策の「あいまいさ、

妥協、矛盾に満ちた様子」（Levi 1996[1994], xiv）を明らかにしたのである。 

リーヴィー自身も留保を述べている通り、ヒトラー・ユーゲントにおける音楽活動、教会

音楽に対するナチ政権の態度などミクロな音楽生活の様相について、本書ではほとんど触

れられてはいない（Levi 1996[1994], xiv）。しかしながら、1919 年から 1945 年を対象時期

とし、ヴァイマル共和国と第三帝国期の音楽界において通底する保守反動的要素の連続性、

そしてローゼンベルク対ゲッベルスという権力構造をもとにした音楽文化政策の非整合性

を効果的に示した点は、プリーベルクにはない着眼点であろう。このような点においてリー

ヴィーの研究は、以後ナチ政権と音楽活動の連関を考えるうえで必要不可欠の観点を提供

した。 

 

3-2. マイケル・H・ケイター Michael Hans Kater（1937– ）『邪なミューズ』（1997 年） 

1997年には、ケイターによる『邪なミューズ──第三帝国における音楽家とその音楽（邦

題：第三帝国と音楽家たち──歪められた音楽）』が出版されている。 

ケイターは、リーヴィーの示した観点を踏襲しつつ、それをさほど有名でない音楽家や音

楽学者など、より細部にわたる音楽生活に目を向けることで精緻化を図ったといえるだろ

う。本書は「意図主義」と「機能主義」に関する歴史論争に明確に触れつつ、ローゼンベル

クとゲッベルスだけでなく、ヒトラーのその場その場の矛盾した判断が音楽文化政策に影

響力を持った点や、プロイセン州立歌劇場の最高責任者であったヘルマン・ゲーリング 

Hermann Göring（1893–1946）、歓喜力行団 Kraft durch Freude, KdFを主導したローベ

ルト・ライ Robert Ley（1890–1945）など、様々な人物の影響関係が複層的に折り重なっ

た音楽界の権力構造を明らかにした。またリーヴィーと同様、「二つの文化潮流、片方はヴ

ァイマル共和国、もう一方は第三帝国がかなりの程度一致している」（Kater 1997, 5）とい

う見解を示し、ヒトラー・ユーゲントや音楽学業界、そして教会音楽や無調音楽に対する評

価など、細部にまで踏み込んで、ミクロな音楽状況におけるヴァイマル共和国期と第三帝国

期の連続性を詳述した。 

一方で本書に関しては、記述や分析枠組みに注意を要する箇所が多々見受けられる。例え

ばヴァイマル共和国期におけるドイツ青年音楽運動 die deutsche Jugendmusikbewegung
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の創立者フリッツ・イェーデ Fritz Jöde（1887–1970）は、その運動をヒトラー・ユーゲン

トへと引き継いだシュトゥンメやブレスゲンなど人種主義を公言した人物と同列に扱われ

ており、あたかもイェーデが 1933 年以前から国民社会主義と親和性を持っていた人物であ

ったかのように記述されている。 

イェーデはプロイセン文科省の参事官であったユダヤ人レオ・ケステンベルク  Leo 

Kestenberg（1882–1962）とともにヴァイマル共和国期の学校改革に関わった人物である。

保守的傾向が見受けられる部分こそあれ、彼は 1933 年以前に国民社会主義に同調するよう

な言動を見せたことはない。それどころか彼は、1932 年にはユダヤ人ケステンベルクに近

しい人物であるとして、シュテーゲらナチ陣営側の音楽評論家たちに激しく論難されてい

るのである（牧野 2022, 35–60）。 

このように見ると、あたかも同質な時代であったかのように、ヴァイマル共和国期と第三

帝国期の連続性を過度に見て取る姿勢には慎重にならねばならない。確かにヴァイマル共

和国期の保守反動勢力のほとんどは、ナチ体制成立以後に国民社会主義へと回収された。し

かしながら、それらの勢力は 1933 年の体制成立と同時に即座に回収されたわけでなく、そ

れぞれの思考や立場を異にしつつ、紆余曲折の経緯を経て回収されたというべきだろう。

「1933 年から 1934 年のファシスト的、あるいはファシスト化されたイデオロギーの寄せ

集めに、仔細に計画され貫徹して構成された「体系」を見出そうとするのは短絡的にすぎる

のではないか」（Hermand 2021[1988], 214）とヨースト・ヘルマント Jost Hermand（1930–

2021）は述べている。彼の述べる通り、少なくとも強制同一化の確立する 1935～1936 年

以前においては様々なイデオロギーの折衷、対立、妥協があり、その様相を「ナチ的／非ナ

チ的」という単純な二分法によって評価を試みるのは避けねばならない。 

音楽学者フリードリヒ・ブルーメ Friedrich Blume（1893–1975）についても、ケイター

はこの二分法をいささか安易に適用しているように思われる。彼はブルーメの著作『音楽に

おける人種の問題』（1939 年）について、「ブルーメは、音楽上の相違が不動の人種的相違

に基づいていると 1939年に書いた」（Kater 1997, 76）と記述している。しかし一方でデュ

ムリングによれば、ブルーメはむしろこの著作において音楽と人種の連関に安易な前提を

据え置くことは避けねばならないと主張しているという（Dümling 2012, 389）。このよう

に見ると、ブルーメの人種主義に対する態度については再考が必要であるように思われる。 

また非ユダヤ系音楽家の亡命についても、あるアーリア人医師が妻と子どもを置いて亡

命した件を挙げ、その背景についてさしたる検証をすることなく、「家族の安全を危機に晒
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したまま置き去りにする男は、いくら高貴な信念を持っていても、まともではない」（Kater 

1997, 120）と断じている。全体としてケイターの関心はユダヤ人音楽家がナチ体制下でど

のような苦境に立たされたかに向けられており、体制側に組した人物についてはいささか

精彩を欠いた記述が所々に見受けられるといえるだろう。 

 

3-3. パメラ・M・ポッター Pamela Maxine Potter（?– ）『最もドイツ的な芸術』（1998

年） 

ポッターの関心は、ドイツのナショナル・アイデンティティと音楽文化の相関関係にある。

彼女は、「1930 年代に顕著に見られるナショナリズム、人種理論、「民族」の称揚、反セム

主義は、18・19 世紀のドイツ文学と音楽に起源を持つ」（Potter 1998, xiii）と述べ、ドイ

ツのナショナル・アイデンティティの発展をめぐる長い歴史的文脈のうちに、第三帝国期の

音楽文化を位置づけている。ドイツの文学および音楽は、ドイツのナショナル・アイデンテ

ィティを喚起させ、それに基づく国民意識を市民社会へと波及させるための概念的装置と

して機能した。その政治的共犯関係の極致として示されるのが、第三帝国期の音楽文化なの

である。 

本書は 1919 年～1945 年、つまりヴァイマル共和国期と第三帝国期における音楽状況の

連続性を主たる研究関心として提示しつつも、音楽における「ドイツ性」への言及が、アタ

ナシウス・キルヒャー Athanasius Kircher（1602–1680）において既に 17 世紀に始まっ

ていることにも言及している（Potter 1998, 201）。ドイツのナショナル・アイデンティティ

というより広い問題領域からドイツにおける音楽学の成立と発展を考察したポッターの主

張は、以下三点に集約される。つまり、17 世紀よりナショナル・アイデンティティとして

の「ドイツ性」が「ドイツ音楽」の存在意義として主張されてきた点、その価値を立証する

と同時に高めるための学問として音楽学が発展を遂げてきた点、そして音楽学と「ドイツ性」

との連関が第三帝国期においてその極致を迎えるという点である。 

 フィンシャーは、事実に即し、かつ論理的に最も高い水準を満たした研究として本書を評

している（Finscher 2001a, 3）。彼の評する通り、本書は 1990年代において、第三帝国期

における音楽状況に関する研究のなかでも、包括的かつ客観的な最も精度の高い成果とし

て位置づけることができるだろう。 
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3-4. 中間総括 

 本稿第二章および第三章では、1960 年代に始まる萌芽的研究から 1990 年代の基盤的研

究に至るまで、第三帝国期の音楽状況に関する研究の進展をたどってきた。ここまで確認し

てきた通り、第三帝国期の音楽状況に関する研究は、総じてヴァイマル共和国期、第三帝国

期、そして第二次世界大戦後の歴史的連続性を前提として進められてきたといえるだろう。 

 プリーベルクにおいては第三帝国期と第二次世界大戦後、リーヴィーやケイターにおい

てはヴァイマル共和国期と第三帝国期、ポッターにおいてはヴァイマル共和国期と第三帝

国期、ひいては 17 世紀の音楽研究にまでさかのぼる形で、その連続性が主張されている。 

しかしながら、この歴史的連続性を共通前提としてなされる研究には、いくつかの問題点

があるように思われる。とりわけポッターのように広く拡張された歴史的連続性という観

点は、その広い問題関心によってかえって重大な問題を見えにくくしているようにも思わ

れる。 

 ポッターは、「ヴァイマル共和国から第三帝国にかけての音楽生活の移行は、断絶という

よりも連続性をより顕著に呈している」（Potter 1998, 2）と述べ、音楽の大衆化、ポピュラ

ー音楽や娯楽の普及、その普及を可能にする技術的発展などという点が、ヴァイマル共和国

期から第三帝国期へとスムーズにつながっていると主張している（Potter 1998, 29）。例え

ば共同での音楽活動を契機とした共同体意識の涵養は、ヨーゼフ・ミュラー=ブラッタウ 

Joseph Müller-Blattau（1895–1976）をはじめ、ヴァイマル共和国期から第三帝国期にか

けて多くの音楽活動家・音楽学者が関心を持ち活動を続けてきた。このような事例を挙げた

うえで、このような問題関心はヴァイマル共和国期と第三帝国期を含めた 20 世紀前半のア

マチュア音楽活動に広く共有された共通意識であるとポッターは述べている（Potter 1998, 

193）。 

上記の主張を総括する以下の見解において、ナチ・イデオロギーと音楽学との連関よりも、

むしろ音楽学そのものの認識論的枠組みに、ポッターの目が向けられていることは明らか

であろう。 

 

このような［音楽学の］変化の原因は、国民社会主義特有の教義とはほとんど関係がな

い。むしろその原因は、当時の方法論的危機、フェルキッシュ思想の増大、科学的方法

への奇妙な関心、民俗音楽の普及という、ドイツの知性史におけるより広い進展に関連

づけられる。（Potter 1998, 196） 
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確かに第三帝国期の音楽状況には、近代以降長く培われてきた学問的な認識枠組みの連続

性、いわばフーコー的な装置／布置
デ ィ ス ポジ テ ィ フ

をその根底に垣間見ることができる。フィンシャーも述

べるように、リーヴィーやポッターは、ヴルフにも共通する保守派と国民社会主義に通底す

る反ユダヤ主義的な連続性という観点を共通認識として持ち合わせており、第二帝国の崩

壊と第一次世界大戦の敗戦経験がその保守的傾向を強めて第三帝国へと向かっていくとい

うマクロな歴史認識を共有している（Finscher 2001a, 4–6）。 

第一次世界大戦の敗戦経験が国民社会主義を生み出す土壌となった。この歴史理解はマ

クロ的観点から言えば確かに妥当である。しかしこの連続性を過度に強調すると、例えば

「人種」概念に対する思考の特異性など、国民社会主義において顕著な側面をかえって見落

としてしまうことになるのではないか。例えばヒトラー・ユーゲントへと吸収されたといわ

れるドイツ青年音楽運動を見てみると、運動とヒトラー・ユーゲントの音楽活動の間に実践

面や人的側面という表面的な連続はある程度認められるものの、イデオロギー的側面にお

いては、ヒトラー・ユーゲントの音楽活動はドイツ青年音楽運動と比べて明らかに変質して

いる。9ヴァイマル共和国期と第三帝国期に通底するマクロな歴史的連続性を踏まえると同

時に、そこにあるいくつもの小さな亀裂に目を向けなければ、われわれは重大な問題を取り

こぼしてしまうことになるだろう。 

音楽と「人種」理念の連関を問う音楽学的な研究は、ナチ体制下だからこそなしえた研究

であり、ナチ体制が成立したからこそ表面化し容認された問題関心であろう。ポッターの観

点では、この人種に関する音楽学の登場をもたらしたナチズムの人種主義イデオロギーが

覆い隠されてしまうことになる。根底に存在する連続性を踏まえつつ、さらに重要となるの

は、それがどのようなイデオロギーや論理によって駆動させられていたかだろう。その意味

において、ヴァイマル共和国期と第三帝国期の間には、微かな、しかし確かないくつもの亀

裂が走っている。だとすれば、第三帝国期に特異なものとは何か、ヴァイマル共和国期とそ

れを分かつものはなんなのか、あるいはその社会状況の変化に際して個々の音楽家や音楽

学者がどのような対応を取ったのかを、更に考察せねばならないだろう。 

例えば第二次世界大戦後も活躍した音楽学者、エッゲブレヒトやブルーメの第三帝国期

における業績は、どう評価されうるのだろうか。そもそも彼らはナチ・イデオロギーに即し

 
9 ドイツ青年音楽運動とヒトラー・ユーゲントの間にある連続性と断絶をめぐる議論につい

ては牧野（2023）を参照のこと。 
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た音楽実践や音楽研究を通じていかなる理想を目指し、未来の実現に寄与しようとしたの

だろうか。このような問題を論じるにあたっては、「人種」理論の援用がどのようになされ

たのかも含め、個々の音楽家や音楽学者たちの論理や思考をより詳しく見ていく必要があ

る。以上の観点を踏まえつつ、本稿第四章では 2000 年代以降の研究を概観することとした

い。 

 

4. 発展的研究──研究の精緻化と政治的評価の再燃 

2000年代以降は、1990年代に展開された包括的な研究基盤のもとで、それらの研究の穴

を埋め、精緻化する発展的な研究が行われている。104-1.では、それらの研究のなかでも特

に網羅的に情報が収集・整理されており、1990 年代の基礎的研究を更新するものと位置づ

けられるヴェルの研究について概観する。また史料の収集・整理および検討が精緻化すると

ともに、個々の音楽学者の政治的な再評価をめぐる論争が再燃している。この論争の様相に

ついて、4-2.ではエッゲブレヒト、4-3.ではブルーメという音楽学者の政治的評価をめぐっ

てなされた論争をとりあげて確認する。 

 

4-1. ゼバスティアン・ヴェル Sebastian Werr（1969– ）『音楽学と人種研究』（2020 年） 

ヴェルの著作は、第三帝国期において活躍した主要な音楽学者や音楽活動家に関する網

羅的な伝記的研究を通して、それぞれがいかなる思惑においてナチ体制に関与しようとし

たかを明らかにしようとしている。 

本書は、「「音楽と人種」の領域に関わる当時の音楽学における言説」（Werr 2020, 12）を

網羅したうえで、様々な音楽学者や音楽活動家たちのナチ・イデオロギーに対する態度を総

体的に論じている。第三帝国期の音楽学における「人種」をめぐる言説布置を検討したうえ

で、ヴェルは以下のように述べている。 

 

公式には、国民社会主義の決定を担う者の関心はユダヤ性の研究であったが、どちらか

 
10 例えばライナー・ズィープ Rainer Sieb（? – ）は、従来の研究が帝国音楽院を中心と

する職業音楽家や音楽学者の観点からしかなされてこなかった点を指摘し、ローゼンベル

ク局 Amt Rosenberg、親衛隊、突撃隊 Sturmabteilung, SA、ドイツ労働戦線 Deutsche 

Arbeitsfront、ドイツ学生協会 Deutsche Studentenschaftなど様々な党関連組織における

音楽活動の様子に目を向けている（Sieb 2007）。 
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というとそのような研究は［音楽学研究においては］数少なく、たいていは排除を促進

するアイデンティフィケーションそのものに限られていた。親衛隊に所属する研究集

団アーネンエルベも、ほとんどユダヤ性の研究に取り組まなかった。（Werr 2020, 12） 

 

ユダヤ性を人種衛生学的見地からいかに定義するかという問題は、ナチ体制下のユダヤ人

政策において中心となる関心事であった。しかしこのようなユダヤ性の定義に関する問題

は、カール・ブレッシンガー Karl Blessinger（1888–1962）、リヒャルト・アイヒェンアウ

アー Richard Eichenauer（1893–1956）、アルフレート・ローレンツ Alfred Lorenz（1868–

1939）など少数の音楽学者を除き、第三帝国の音楽学においてはそれほど重要視されてい

なかったというのである。 

音楽学において、人種理論は医学的・生物学的方法論に基づく人種衛生学 Rassenhygiene

よりも、むしろ人類学的手法による人種民族学 Rassenkundeと密接に結びついていた。11

なかでも音楽と人種の連関に関して多大な影響を与えたのは、ハンス・F・K・ギュンター 

Hans Friedrich Karl Günther（1891–1968）の精神論的な人種理論である（Werr 2020, 86–

93）。この精神論的な人種理論を音楽に適用して論じた代表作が、アイヒェンアウアーの『音

楽と人種』（1932年）である。ギュンターは「人種の精神」という概念のもと、身体的な人

種的特徴と精神的な人種的性格を区別して考察しているが、アイヒェンアウアーもまたそ

のような区別に基づき、いわゆる「北方人種」という、自然科学に即さない曖昧な人種観念

のもとで、作曲家の容姿や楽曲の音楽形式について独自の評価を下した（Werr 2020, 101–

108）。 

独自の人種理論を用いた在野の音楽活動家アイヒェンアウアーのこの著作は、人口に膾

炙すれどもナチ党の公式見解となることはなかった。またアカデミアの音楽学者も、この素

人的な音楽論に対しては批判的な距離を取った（Werr 2020, 116–117）。 

しかし音楽学者自身もまた、人種衛生学的見地から見たユダヤ性について、精確に論じる

ことはほとんどなかったという。彼らがナチ政権に関与する理由は反セム主義から日和見

主義、あるいはユダヤ人排除よりも精神論的なナショナル・アイデンティティに重点を置く

者と多様であり、その関与の程度もまた様々であった。 

 
11 ポッターもまた、ドイツにおける「人種」概念は 1920年代にデータや自然人類学などの

領域を離れ、「人種の精神 Rassenseele」や「人種の表現 Rassenausdruck」というより形

而上学的な意味において捉えられるようになったと述べている（Potter 1998, 178）。 
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音楽学者の大半はナチ党に入党しなかったか、あるいは第三帝国期後半になって入党し

ている。一方で、党員であったかどうかがナチ・イデオロギーへの信仰告白を単純に示すわ

けではなく、個々の人物と体制との距離は確かめがたいものがある。第二次世界大戦後、音

楽学者のナチ党との関係性は、非ナチ化の過程で形式的に様式化されたにすぎない。非ナチ

化においては、それぞれの音楽学者が国民社会主義的世界観に対して当時どれほど距離を

保っていたかというよりも、その世界観に対して敵愾心をもっているか、あるいはもってい

たかを非ナチ化に際してどれだけ強く説得力をもって主張したかによって、事後的にナチ

的／非ナチ的の判断が下されたのである（Werr 2020, 26–28）。 

多くの音楽活動家・音楽学者の思考を概観したうえで、ヴェルは第三帝国期の音楽学にお

ける「人種」概念の定義や解釈における曖昧さについて以下のように述べている。 

 

国民社会主義の学問政策では、適切な方法論それ自体一致したものはなかった。研究は

決して予め規定された人種概念を押しつけられることはなかったという。むしろ「重要

なのは対立した論争が引き起こされるだけの広い余地」が残されていることであった。

統一的な人種概念は 1933 年以前にも以後にも存在しなかったのである。（Werr 2020, 

186） 

 

ヴェルは音楽学における「人種」という言説的布置の矛盾や齟齬、そして競合・闘争関係を、

様々な人物の思考を渉猟することで明らかにしている。ヴェルの研究は、音楽学と国民社会

主義の関係性を探るうえで、特にその豊富で網羅的な情報面において 1990 年代の基礎的研

究を更新するものとして位置づけられる。一方で本書は、情報面の網羅に腐心するあまり、

その情報をもとに個々の音楽学者をいかに評価するかという観点についてはやや物足りな

い印象も受ける。そこで 4-2.および 4-3.では、実際どのような側面から音楽学者に対する評

価の再考がなされているのかについて見ていくこととしたい。 

 

4-2. エッゲブレヒト論争 

 ハンス・ハインリヒ・エッゲブレヒト Hans Heinrich Eggebrecht（1919–1999）は、カ

ール・ダールハウスと並んで言及されることも多い戦後ドイツ音楽学界の泰斗である。12 

 

12 エッゲブレヒトは、現代における音楽美学やその分析方法としての楽曲分析の意義につ
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エッゲブレヒトは1919年に生まれ、シュロイズィンゲンの小さな町で幼少期を過ごした。

彼はギムナジウム時代よりヒトラー・ユーゲントの構成員であり、卒業後も音楽指導員とし

てその活動に関わっている。また 1937～38 年冬学期に教員養成大学に入学しているが、そ

の際入学初日に国民社会主義ドイツ学生同盟  Nationalsozialistisches Deutsches 

Studentenbund に入会している。その後 1938～39 年冬学期にはベルリンにある教会・学

校音楽のための国立アカデミーで音楽を、ベルリン大学でドイツ語を専攻した。彼はこの在

学期間に国防軍からの招集を受け、野戦憲兵隊第六八三部隊の第二中隊第三小隊に所属す

ることとなる。この部隊内で様々な場所へ赴きつつ軍務に従事した後、彼は 1944年 7月に

負傷して戦線離脱し、1945 年の終戦を迎えている（Haken 2010, 146–152）。 

2010 年になされたエッゲブレヒトに関する論争において焦点となるのが、この野戦憲兵

隊第六八三部隊における彼の行動である。ボリス・フォン・ハーケン Boris von Haken

（1964– ）は、この第六八三部隊がクリミア半島シンフェロポリでのユダヤ人大量殺戮に

関わっており、当然エッゲブレヒトもまたその殺戮に加担したのだと主張する。ハーケンは、

エッゲブレヒトがナチズムの影響力下で青年期を過ごした事実を確認したうえで、野戦憲

兵隊には「絶対的な政治的信用」（Haken 2010, 148）に足る者のみが徴集されていたと述

べ、エッゲブレヒトがまさに親ナチ的な人物としてその軍務に従事したように印象づけて

いる。 

そのうえでハーケンは、エッゲブレヒトの直接的な戦争犯罪への関与を、クリミア半島の

都市シンフェロポリでのユダヤ人大量殺戮13の様子を再構成することによって明らかにし

 

いて、18世紀末から 19世紀にかけて興隆を極めたいわゆる「絶対音楽」に対する手法とし

ての有効性を論じた。エッゲブレヒトによれば、「絶対音楽」とは比類なきオリジナルな美

への指向そのものを絶対目的とする自律的な音楽であり、「絶対音楽」の評価における尺度

を提供するのが楽曲分析である（木村 1995, 39–41）。 

13 シンフェロポリでのユダヤ人大量殺戮は 1941 年 12 月 9 日～13 日の四日間にわたって

行われた。ユダヤ人はまず学校や劇場などの大きな建物に招集された。抵抗する者は、従わ

ない者への脅迫のために、「招集に応じない者へ」というプラカートとともに街頭につるし

首にされた。その後彼らは町の中心地へ集められ、東へ 11kmほど離れたシンフェロポリ郊

外の戦車用塹壕へ移送された。その塹壕の手前で、約 14,000人のユダヤ人が射殺され、塹

壕へと突き落とされた。この殺戮作戦の少なくとも初日、おそらくは数日間、第三小隊も含

む第二中隊全体が殺害場所での命令を受けており、命令の詳細が知らされていなかったに

も関わらず、第二中隊全員が作戦に参加したとハーケンはいう。彼によれば、第二中隊は 3m
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ようとする。ここでハーケンは、エッゲブレヒトのこの事件への関与を示す証拠として、第

二中隊第三小隊所属、つまりエッゲブレヒトと同じ小隊にいたとされるハインリヒ・ヴィー

シュスの 1964 年の聴取記録を持ち出している（Haken 2010, 148）。ヴィーシュスの聴取

によれば、第二中隊は南ロシアおよびクリミア半島の「ユダヤ人作戦」に投入され、秘密情

報機関 Sicherheitsdienst の指令下で行動したという。軍務内容は、ユダヤ人の拘束および

秘密情報機関への譲渡、殺戮現場へ移送するための貨物自動車の手配、そして殺戮現場の閉

鎖に関する補助業務であったという。 

このヴィーシュスの聴取記録に基づいて、ハーケンはエッゲブレヒトに以下のような断

定を下す。 

 

  誰がどの位置で行動していたかについては、もちろん再構成されえないだろう。しかし

はっきりしているのは、ハンス・ハインリヒ・エッゲブレヒトが［ユダヤ人の逃亡を防

ぐための］人垣か、塹壕で直接［＝射殺行為］、この作戦に参加していたに違いないと

いうことである。ここで重要なのは、［エッゲブレヒトが］分業による集団のある殺戮

事件に関わっていたということだ。個々のより詳細な行動については、法的には極めて

重要なことではあるが、歴史的考察としてここでは重要ではない。（Haken 2010, 151） 

 

ハーケンは、エッゲブレヒトが所属した野戦憲兵隊の行動を明るみに出すことで、彼をユダ

ヤ人大量殺戮への加担というナチスの戦争犯罪へと結びつけようとしたのである。 

しかしながらこのハーケンの論において、彼の依拠する史料にエッゲブレヒト本人の作

戦への関与を示す決定的な証拠がないという点は、とりわけ注意を要する。この点に疑義を

呈したのがクラウディア・マウラー・ツェンク Claudia Maurer Zenck（1948– ）である。 

ツェンクが中心的に依拠する史料は、エッゲブレヒト本人の手帳、および彼の家族や友人

の書簡史料である。彼女はまず、周囲の人物のエッゲブレヒトに対する評価から、彼の人物

像を再構成しようとする。 

例えばエッゲブレヒトの父親の書いた手紙において、彼は「政治的な緊張関係に関して考

 

毎に立って壁を作り、ユダヤ人の逃亡を防ぐ役割を担った。殺害場所へと移送されたユダヤ

人はすぐに靴を脱がされ、この第二中隊に取り囲まれた。そして男性と女性・子どもが分離

され、衣服を脱がされ貴重品を奪われた。最後には塹壕の際に追い込まれ、そこで射殺され

たという（Haken 2010, 151）。 
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えられないほど無関心」（Zenck 2010, 5）で「ほとんど兵士の気質がない」（Zenck 2010, 5）

と記述されているという。これらの記述をもとにツェンクは、生粋の芸術家気質で「音楽を

するためにあらゆる機会を利用した」（Zenck 2010, 5）人物であるとエッゲブレヒトの人物

像を評している。他にも第二中隊がクラカウに配置されていた頃の彼のカレンダー手帳に、

講義、コンサート、演劇・映画鑑賞、音楽の自習や理論研究の予定の書き込みが多く見つか

る一方、従事していたはずの軍務についての記述がほとんど見当たらないことから、彼にと

って芸術に関する関心事がいかに多くの比重を占めていたかをツェンクは明らかにしてい

る（Zenck 2010, 7）。 

そのうえでツェンクが議論の中心に据えるのは、エッゲブレヒトの軍務時期についてで

ある。彼女が依拠する史料によれば、エッゲブレヒトは 12 月 9 日から 13 日に行われたユ

ダヤ人大量殺戮の時期、一時的に軍務を免除されていた可能性が高いというのである。 

エッゲブレヒトの友人の父エーデルトラウト・アーレンスは、当時エッゲブレヒトと同じ

くクリミア半島で従軍していた。アーレンスは 1941 年 12 月の帰省休暇の際、エッゲブレ

ヒトの両親に、彼がクリスマスまで下士官試験準備のため軍務を免除されたという情報を

もたらしている。この情報は、遅くとも 12 月 20 日までにアーレンスによって口頭で伝え

られたものらしい。当時の移動手段を鑑みてアーレンスがクリミア半島からテューリンゲ

ンに帰り着くまでの日程を最速でも 5 日かかると見積もり、かつ下士官試験の準備のため

の専門訓練が通常は 3～4週間、少なくとも 2週間はかかることを考えると、エッゲブレヒ

トの軍務免除期間は、12 月 8 日には既に始まっていなければならない計算となる。このよ

うな想定によってツェンクは、12 月 9 日から四日間にわたって行われたシンフェロポリで

のユダヤ人大量殺戮に、エッゲブレヒトが関わっていない可能性を示唆するのである

（Zenck 2010, 10–14）。 

上記のエッゲブレヒト本人の手帳、そしてその周囲の家族・友人の手稿史料や手紙史料を

中心とする書簡史料の読解から、ツェンクは以下の五点を指摘している。①エッゲブレヒト

が 1941年 12月 9日～13日のシンフェロポリでのユダヤ人大量虐殺には関与していない可

能性が高いこと、つまり②彼がこの「ユダヤ人作戦」での監視、徴集、移送、閉鎖の補助軍

務に出動していた可能性は、現存史料のみからは完全に否定できないものの、下士官試験の

ための軍務免除の時期を鑑みるとほぼ不可能と推定されること。また 1942年以後のエッゲ

ブレヒトの動向から、③彼が 1942 年初頭に他の地域でパルチザン、共産党員の殺害や残存
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ユダヤ人の迫害を行った可能性は、ユダヤ人作戦と同じく低いと見られること、14ただし④

熟達した運転手として、彼がシンフェロポリやその周辺でのパトロール運転に出動し、見逃

されたパルチザン、共産党員、妨害工作者、ユダヤ人、クリミアユダヤ人、ジプシーを捜索

し、彼らを行動部隊 D Einsatzgruppe Dに引き渡していた可能性は否定できないこと。そ

して⑤このようなパトロールや捜索に関わったかどうか、あるいは作戦に参加していなか

ったかどうかに関わらず、エッゲブレヒトは拘束された人々がどうなったかを知っていた

はずであること。以上の五点を指摘したうえで、ツェンクは以下のように結論づけている。 

 

彼の出動の可能性が極めて限定されたものとなる二次文献や史料、問題の時期に軍務

が免除されていたことを推測させる個人史料の調査によると、このこと［＝シンフェロ

ポリにおけるユダヤ人大量殺戮への加担］はありえないように思われる。しかし、であ

る。われわれの推測は、それがどれほどもっともらしいものであろうとも、明確な参照

源の不足により、推測のままにとどまってしまう。われわれは運転手としての、あるい

は［殺戮場所の］閉鎖におけるエッゲブレヒトの出動の可能性を 100 パーセントの自

信をもって除外できないし、そう主張することもできない。というのも、そう言える決

定的な証拠も、そうでないと言える決定的な証拠もないからである。（Zenck 2010, 22） 

 

このようにしてツェンクは、エッゲブレヒトが実際にユダヤ人大量殺戮という戦争犯罪に

加担した可能性を留保しつつも、状況的証拠を詳細に検証することで、彼のユダヤ人大量殺

戮への関与に疑問を差しはさんでいる。 

ツェンクが導き出す結論は、論争の起点としてセンセーショナルな結論を導き出したハ

ーケンのものとは異なり、徹底的な個人的史料に基づいた穏当なものである。このツェンク

の結論に組しつつ、さらにハーケンの論における史料の誤読、および意図的な選定と省略を

 
14 その理由の一つとしてエッゲブレヒトの芸術家としての自己認識も関係しているとツェ

ンクは述べている。彼が部隊の内部で担ってきた「芸術家としての地位」を考えると、エッ

ゲブレヒトがわざわざ射殺を迫られるようなユダヤ人作戦の人員として選ばれるようには

思えないというのである。また彼は聖職者の息子であり、手紙や手帳に多くの神学的な省察

を書き残している点からも、もしエッゲブレヒトがユダヤ人への迫害に関与していた場合、

それに関して全く記述を残していない点は不自然だとツェンクは述べている（Zenck 2010, 

19–20）。しかしながらこれらの点に関してもやはり憶測の域を出ず、ハーケン同様に説得

力のある論理とは思われない。 
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糾弾してエッゲブレヒトを擁護しようとしたのが、フリードリヒ・ガイガー  Friedrich 

Geiger（1966– ）である。彼はまず、シンフェロポリでのユダヤ人大量殺戮の出来事を再

構成する際に多用される史料として、次の三種類を挙げている（Geiger 2010, 5–7）。 

一つ目は、当時の公的文書である。戦場憲兵隊参謀将校であったオットー・エルクスレー

ベンによる行動報告書、そして野戦司令部・地域司令部の行動報告書が、軍事史研究におい

て特に多用される史料である。しかしこれらの文書はユダヤ人殺害を「移住」と記述するな

ど隠語的表現も多い他、重要な点のみが簡潔にまとめられており、個々の戦場憲兵隊の具体

的な動向を知ることはできない。 

二つ目が、ハーケンも依拠している 1962 年以降の戦争犯罪追求捜査の関連資料である。

この資料は、戦争犯罪追求のためバイエルン連邦刑事庁によって 1962 年から執り行われ、

のちにミュンヘン検察庁によって公開された聴取記録である。この際、野戦憲兵隊第六八三

部隊の元所属者の多くが聴取を受けており、当時の状況について非常に細かい記述が残さ

れている点で重要な資料である。 

次いで三つ目の史料は、戦争に参加した人々の戦場手紙や手記である。エッゲブレヒトに

関する個人的な史料はフライブルク大学文書館に残されており、これらの史料と家族・友人

の手稿史料の考察によって、先に述べたツェンクの疑問が提示された。 

ガイガーは、ソ連に対するナチの占領政策を詳細に論じたマンフレート・オルデンブルク 

Manfred Oldenburg（1967– ）に依拠しつつ、ハーケンの依拠した第二の資料に関する三

つの問題点を挙げている。その問題点とは、1962 年以降の捜査に関わった人々の動機や関

心が介入しているという点、当時裁判に不必要とされた捜査資料が破棄されている可能性

がある点、そして捜査上の観点からの省略や欠落の可能性がある点の三点である。本資料が

戦争犯罪裁判のために 1962 年以降に執り行われたものである以上、そこにどれほど詳細な

記述が認められようと、1941年 12 月 9 日～13日の出来事を精確に再構成するには、証拠

として不十分といわねばならないだろう。 

そもそも対象となる出来事から二十数年経った被聴取者の記憶は不完全であり、それぞ

れの聴取記録の間には複数の齟齬や矛盾が認められうる。そのうえ戦争犯罪裁判のための

聴取であるがゆえに、被聴取者が意図的に虚偽を述べたのか、それとも本当に記憶が欠落し

ていただけなのかも判定しえない。このような理由により、本資料のみでは当時の出来事の

精確な再構成は実現しえない。ガイガーは、史料批判に関わるこの難点をハーケンが無視し

ていると批判する。 
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 ここでガイガーは、ツェンクの考察を挙げながら、やはり事件当日にエッゲブレヒトが軍

務にあたっていなかった可能性が高いと主張する。そもそもハーケンの論において、エッゲ

ブレヒトが「ユダヤ人作戦」に参加したことを立証するために使用されたのは、エッゲブレ

ヒトと同じ第二中隊第三小隊にいたとされるヴィーシュスの 1964年の供述である。事実と

齟齬が認められる可能性が高い後年の供述から、エッゲブレヒトの参加を裏づけることは

できない。 

さらにガイガーは、ハーケンによる文言の作為的な省略や曲解をあげつらい、あたかも戦

場憲兵隊が積極的に殺戮行為に参加してエッゲブレヒト自身が銃の引き金を引いたかのよ

うにハーケンが記述している点を、以下のように厳しく論難している。 

 

ボリス・フォン・ハーケンによるクリミア半島でのエッゲブレヒトの軍属時期について

の記述は、いくつかの観点から問題があるといってよいだろう。全体的に、その記述に

は検証よりも最大限の罪を想定する意図が認められる。可能な限りの反証が考慮され

ていない。このことは、学問的慣例に沿うものではない（無罪の推定という法治国家の

原則にも全く沿っていないものでもある）。（Geiger 2010, 15） 

 

つまりハーケンの論は歴史学的な検証手続きという点において杜撰であり、学問的精緻さ

に欠ける不誠実なものであるどころか、冤罪を防ぐ法治国家の原則にも全く則っていない

と、ガイガーは糾弾するのである。そのうえでガイガーは、エッゲブレヒトに対する安易な

政治的評価に留保を促している。 

 

ハーケンの研究から知ることができるのは、ハンス・ハインリヒ・エッゲブレヒトが第

二次世界大戦中に戦場憲兵隊六八三部隊に所属しており、クリミアでの戦争犯罪を確

実に知っていたということ、そして彼自身がそのような犯罪に巻き込まれていた可能

性を排除することはできないということである。これはわれわれを落ち込ませるのに

十分なことであり、音楽学者たちの過去についての必要不可欠な議論を提起すること

になるかもしれない。しかしハーケンは、明らかにこれで満足せず、エッゲブレヒトが

品行方正な専門的大家の一人でなく大量殺人者の一人であると公衆の認識を変えるよ

うな記述を提示した。殺人の糾弾は、特に大量殺人に関しては、十分に確実な証拠なく

唱えてはならないものである。（Geiger 2010, 17） 
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エッゲブレヒトがどの段階でどの程度ユダヤ人大量殺戮に関わったのか、あるいは関与し

なかったのかを断定することは、確かにそれが重大な政治的評価に関わる以上、注意を要す

る確認作業が必要となる。ガイガーの指摘を鑑みると、それを怠っているように見える部分

が確かにハーケンの論にはある。エッゲブレヒトが確実にこの事件に関与したか、とりわけ

殺戮に直接加担したかどうかは、充分に明らかにされえないことは確かだろう。 

この論争は、エッゲブレヒトの戦争犯罪に関する史料検証の妥当性を巡って行われた。結

局のところ、彼がユダヤ人大量殺戮という戦争犯罪に直接関与したかどうかは、現段階の史

料状況から明らかにしえないことが明らかとなるのみにとどまった。2010 年に引き起こさ

れたエッゲブレヒトの政治的評価をめぐるこのような論争は、散逸していた史料の収集・整

備とその評価が現在進行中であることを如実に示す論争である。しかしながらそれと同時

に、このような関心に基づく論争は、当事者であるエッゲブレヒトが逝去した 1999 年以降

に初めて可能となったものであることも示しているといえよう。 

 

4-3. ブルーメ論争 

 フリードリヒ・ブルーメ Friedrich Blume（1893–1975）の政治的評価をめぐる論争につ

いてもまた、散逸した史料の発掘と収集によって明らかになった事実が発端となっている。

しかし論争の内容自体は、戦争犯罪への直接関与が論点となったエッゲブレヒトの場合と

は異なるものである。 

 ブルーメは、1958 年から 1961年まで国際音楽学会の会長を務めたほか、『ニューグロー

ヴ世界音楽大事典』と並ぶ最も有名な音楽事典『歴史と現在における音楽』（1949–1986 年）

の責任編集を担うなど、戦後ドイツの音楽学界における重鎮ともいえる音楽学者である

（Potter 1998, 32–33）。一方で、彼は既に第三帝国期にはドイツ音楽学における筆頭音楽

学者の一人であり、論文「音楽と民族──音楽的人種研究における根本問題」（1938 年）や

著書『音楽における人種の問題──音楽学的人種研究の方法論に関する構想』（1939 年）を

出版して人種主義と音楽学の接続を図ったとされている。それゆえナチ党員にはならずと

も、国民社会主義の時代潮流におもねった音楽学者の一人とみなされている。 

ブルーメの国民社会主義への加担に焦点を当てる音楽学者の一人が、ミヒャエル・クスト

ーディス Michael Custodis（1973– ）である。クストーディスは、二度にわたるブルーメ

の非ナチ化裁判の経過に焦点を当てることで、彼が第二次世界大戦後にどのような過程を

経て「非ナチ」とされるに至ったのかを明らかにしようとする（Custodis 2012a, 8–9, 20–
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21）。 

ブルーメの第一次非ナチ化裁判では、1947年 2月 5日に聴取が行われた。この聴取にお

いては、ナチ時代に冷遇されていたという彼自身の主張が確認されたうえで、さらに彼が国

民社会主義ドイツ講師組合 Nationalsozialistischer Deutscher Dozentenbund、ナチ国民

社会福祉団 NS-Volkswohlfahrt、帝国防空同盟 Reichsluftschutzbund に加入していた

一方、ナチ党籍は持たなかったことが確認された。この聴取結果の末、第一次非ナチ化裁判

でブルーメは「懸念事項なし」と報告され、カテゴリーV. 無罪者の判定が下された。 

この結果に対してシュレスヴィヒ・ホルシュタイン英国諜報機関は再審査を要求し、公共

保安局が 1947 年 7 月 24 日付で第二次非ナチ化裁判のための調査総括書を提出する。再審

査の焦点となったのが、ブルーメの著作『音楽における人種の問題』の政治的な位置づけで

ある。この調査総括書によれば、ブルーメは当時「音楽と人種についての科目を講義もして

いた」（Custodis 2012a, 8）うえ、この著作は「ナチの表現とイデオロギーに満ちた文献」

（Custodis 2012a, 8）となっていると報告されている。 

この記述に対し 1947 年 10 月 7 日、ブルーメによる釈明反論が展開されることとなる。

その釈明反論で焦点が当てられることとなるのは、1938 年にデュッセルドルフで開催され

た第一回帝国音楽会議の際の「退廃音楽」展15に対する当時の彼の態度である。 

ブルーメの釈明反論によれば、彼は当時、音楽学には素人であったツィーグラーが主催し

たこの展示を「音楽と人種に関するめちゃくちゃな素人の駄弁」（Custodis 2012a, 19）で

あり、「なにかしらの音楽の種類を特定の生物学的人種に帰するという、音楽を人種に関す

る問題とごたまぜにする学問的に支持しえない正当化」（Custodis 2012a, 19–20）がなされ

たくだらない展示であると見て取ったという。このような状況において、ブルーメは「この

ような［＝音楽と人種の］関係を学問的に認識するのに、そもそもどの程度の可能性がある

 
15 「退廃音楽」展とは、ヴァイマルの劇場総支配人ハンス・ゼーヴェルス・ツィーグラー

Hans Severus Ziegler（1893–1978）の主催した反ユダヤ主義的な音楽展示である。この

展示ではまず「無調性の理論家」としてアーノルト・シェーンベルク Arnold Schönberg

（1874–1951）とパウル・ヒンデミット Paul Hindemith（1895–1963）がやり玉にあげ

られ、無調音楽がボリシェヴィズム的・ユダヤ的でドイツ性を破壊する音楽として展示さ

れた。そのほか、ジャズなども国際主義的にドイツ性を侵略する音楽として展示され、ス

ーツの襟にダヴィデの星を付けサックスを吹く黒人の姿を描いた広告ポスターが掲げら

れた。退廃音楽展の特徴、および無調音楽がいかにボリシェヴィズムやユダヤ性と関連づ

けられたかについては Dümling（1995）や Levi（1996[1994], 82–123）に詳しい。 
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のかをまず研究することが重要である」（Custodis 2012a, 20）と主張するために、人種理

論と音楽学の連関に関する包括的な方法論的著作を練りあげたのだという。 

要するにブルーメは、当初より音楽学を人種理論と結びつけることは不可能であると考

えており、ツィーグラーやアイヒェンアウアーをはじめとする音楽と人種の安易な連関を

前提とした素人的な音楽論をむしろ批判するために、『音楽における人種の問題』を執筆し

たと主張しているのである。それゆえに彼は、誤読のうえの「名誉棄損」（Custodis 2012a, 

20）であるとして調査総括書の報告内容を非難した。 

この釈明反論を踏まえ、ブルーメの第二次非ナチ化裁判委員を担ったハンス・デュンケル

マンは以下の所見に至る。 

 

政治的な人種の問題、あるいはユダヤ人に関する問題は、本書［『音楽における人種の

問題』］において全く触れられておらず、いかなる「ナチ・イデオロギーや表現」も見

当たらない。私はこの書籍が当時そのような仕方で書かれたものであり、ブルーメ教授

の勇気ある行動を示しているとみてよいと考えている。（Custodis 2012a, 20） 

 

このような過程を経て、ブルーメにはカテゴリーV. 無罪者が最終的に追認されることとな

った。 

二度にわたる非ナチ化裁判のこの経緯を確認したうえで、クストーディスはブルーメの

釈明反論そのものに疑義を呈している。 

ブルーメが「音楽と人種」という問題領域を自身の研究テーマに設定した背景には、1938

年 12月 1日にキール大学哲学部の提案でベルリン帝国教育省へと官吏登用されるにあたっ

て、戦略的な動機があったとクストーディスは主張する（Custodis 2012a, 8–18）。クスト

ーディスは、1930 年以来のナチ党古参であるベルリン教育省の参事官ヘルマン=ヴァルタ

ー・フライ Hermann Walther Frey（1888–1968）とブルーメの書簡のやり取りを詳細に

取りあげることで、1939 年の『音楽における人種の問題』執筆前後に、ブルーメがナチ体

制へとすり寄っていく様を明らかにしようとする。この時期、ブルーメは自身の不安定なキ

ャリアを確実なものとするため、フライと密接な関わりを持った。そして官吏登用のための

布石として、ナチ・イデオロギーにおもねる「音楽と人種」という研究テーマを意識的に取

り上げたとクストーディスはいう。 

またクストーディスは、ブルーメのこの著作中にある「種にふさわしい artgemäß」、「血
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と土に結びついた blut- und bodengebundene」、「人種的な rassisch」という人種主義的キ

ーワードを断片的にあげつらい、著作中にナチ・イデオロギー的な表現や語が多用されてい

る点を指摘しようとする（Custodis 2012a, 18–19）。さらに『音楽における人種の問題』が、

音楽学における人種研究の標準的著作としてルドルフ・シュテークリヒ Rudolf Steglich

（1886–1976）やハンス・エンゲル Hans Engel（1894–1970）ら当時の音楽学者に広く受

容されたことを引き合いに出しつつ、この著作に関する評価を以下のように下している。 

 

  もしブルーメの立論が、状況を打開し拒絶するものとして後に解釈され、多義的に読ま

れるよう構想されたものだとしても、音楽学的な人種研究の方法論に対する彼の構想

は当時基本的な学術書となっており、先進的なドイツの音楽学者の参照源として批判

的に受容され、詳細に論評されたのであった。（Custodis 2012a, 18） 

 

つまりブルーメの『音楽における人種の問題』は、ブルーメの個人的状況も相まって明らか

に音楽学における人種研究を推進する意図で執筆された体制指向の内容を持つ著作であり、

また実際にそのようなものとして周囲の音楽学者たちにも受け取られていたというのであ

る。16 

さらにクストーディスは、ブルーメの第一次非ナチ化裁判における委員長が、ニュルンベ

ルク法発表当時これを熱狂的に支持した、つまりナチ体制側で活発に活動した法学者ヘル

マン・フォン・マンゴルト Herman von Mangoldt（1895–1953）であったことや、ブルー

メがフライの非ナチ化裁判における参考人聴取において彼を擁護したことを挙げつつ、非

ナチ化裁判の際に元ナチシンパたちがお互いをかばい合うことでそれぞれの政治的犯罪へ

の加担を過小評価させようとしていた点を指摘している。 

クストーディスはブルーメの例を詳細に論じることで、非ナチ化裁判自体が茶番であっ

たことを示している。そして「何の妨げもなく行われただけでなく、いくつもの目的が折り

重なり進められた不自然な非ナチ化裁判がエリートの［戦後の］連続性に与えた影響を精確

に再構成することが、戦後の音楽界をよりよく理解するために必要不可欠である」

（Custodis 2012a, 21）と述べ、ナチ体制下で活躍し第二次世界大戦後も研究を継続した音

 
16 ヴェルもまたクストーディスと同様の観点から、人種理論に関わるブルーメの著作を評

価している（Werr 2020, 117）。 
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楽学者たちの政治的評価の再考を促そうとする。 

一方、アルブレヒト・デュムリング Albrecht Dümling（1949– ）は、このクストーデ

ィスの評価に留保をつけている。デュムリングがクストーディスの論において最も問題視

するのは、『音楽における人種の問題』の解釈における学問的手続きについてである

（Dümling 2012, 389–390）。 

先述のように、クストーディスは『音楽における人種の問題』のナチ的表現を抜粋し、こ

の著作が人種主義的要素を含むものであったと断定した。しかしデュムリングによれば、ク

ストーディスの論において引用されたナチ用語は、著作の元来の文脈において、「ナチの隠

語に立ち戻りつつ、ブルーメが自身の批判的な立論を導き出」（Dümling 2012, 389）すた

めの足がかりとなっているという。クストーディスが単に抜粋した人種主義的なナチ用語

を正しい文脈に置きなおしてブルーメの著作を読むのなら、ブルーメはむしろ人種理論に

対する疑義を呈している。それどころかブルーメは、人種によって特有の音楽体系があると

すれば、われわれの知る音楽は既に人種的に混淆しており、しかも互いに有益な影響を及ぼ

してきたと主張していると、デュムリングはいうのである。 

デュムリングは、ポッターのブルーメに対する政治的評価17をクストーディスが無視して

いることを引き合いに出しつつ、「われわれは音楽と人種の関連について学問的には差し当

たり全く信頼できる知見を得ていない」（Blume 1939, 4）というブルーメの記述に目を向

ける。そうすることによって、ブルーメは音楽を人種と性急に結びつける試みに差し当たり

距離を置いていたとデュムリングは主張するのである。 

『音楽における人種の問題』の読解を通じて、デュッセルドルフにおける 1938年の「退

廃音楽」展には「音楽と人種をまぜこぜにすることに関して学問的に耐えられない正当化」

（Dümling 2012, 390）があったとするブルーメの非ナチ化裁判に際しての言明は、単なる

自己弁護として片づけることのできないものであるとデュムリングは述べる。ブルーメは、

当時実際に音楽を人種と結びつける試みを少なくとも学問的に説得力を持って説明できな

いものであると論じたのであり、確かに当時の著作からそれを跡づけることができるとデ

ュムリングはいう。 

このようにして、デュムリングは国民社会主義の「シンパ Mitläufer であるだけでなく、

 
17 ポッターは、「ブルーメは音楽学の学問的独立性も、音楽学のドイツ性への注目も、［そ

れ自体］擁護も批判もしていない、ただ単にそれが事実だ」と述べ、ブルーメの政治的関与

の有無と程度に関しては慎重に評価を避けている（Potter 1998, 238）。 
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イデオロギー的扇動者 ideologischer Hetzerでもあった」（Dümling 2012, 390）とする姿

勢も辞さないクストーディスのブルーメに対する一方的な政治的評価に疑義を呈している。 

クストーディスの断罪とは対照的に、デュムリングは、「独裁支配の内部で熟考を促す役

割を果たす、難しい立ち回りを演じた」（Dümling 2012, 390）人物であったとブルーメを

評している。これに対してクストーディスは、更なる反論を展開している。彼は、ブルーメ

が「ヒトラー万歳！」を公的・私的両方の手紙に使用していたこと、ブルーメが自発的にド

イツ文化闘争同盟 Kampfbund für deutsche Kultur やその後継団体、国民社会主義文化協

会 NS-Kulturgemeinde に入会していたこと、1939 年夏にミュラー=ブラッタウを通じて

ローゼンベルク局音楽課の援助を得てイングランドに渡航し、バッハやヘンデルの手稿史

料を研究できたこと、各省庁の援助を得て他国で講演旅行ができたことなど、数々の論拠を

持ち出す。そのうえで、これらの行動が可能であったのは、ブルーメがナチ体制に迎合的・

協力的であったからこそ可能であった活動であり、体制に反対する立場ではなしえなかっ

ただろうと主張する（Custodis 2012b, 391–392）。  

クストーディスの根底にある関心は、おそらくブルーメが本心から国民社会主義の信奉

者であったかどうかにあるように思われる。しかしこの論点は決して検証しえないもので

あろう。そもそも手紙に記された「ヒトラー万歳！」の言辞から、クストーディスはブルー

メの何をいかにして明らかにするつもりなのか。このような論点については極めて不毛な

議論とならざるをえない。 

 

おわりに──「人種」特有の感情を駆動させる装置としての音楽／音楽活動？ 

 本稿では、国民社会主義と音楽文化をめぐる研究について、その内容と動向の推移を概観

してきた。1960 年代以降、一部の史料の収集・整理とそれをもとにした萌芽的研究が散見

されるものの、本格的な研究を可能とする文書館による大々的な史料収集・整備が行われる

のは 1980 年代後半から 1990 年代前半にかけてであり、整備された史料群に基づく包括的

な解明は 1990 年代を俟たねばならない。 

 これらの研究に共通する視点としては、第三帝国期前後の連続性という観点を指摘する

ことができる。ヴァーグナー以来連綿と続く反ユダヤ主義の系譜というヴルフの提示した

観点は、リーヴィーやケイター、そしてポッターの研究へと受け継がれていく（Wulf 

1983[1963], 5–10; Levi 1996[1994], 57–70; Potter 1998, ix–xvii）。とりわけ無調音楽に対

する反発などヴァイマル共和国期と第三帝国期に共通して見られる保守的傾向は、ケイタ
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ーやポッターの研究において、研究の基盤を支える歴史的前提として据えられている

（Kater 1997, 5; Potter 1998, 2, 29, 193, 196）。プリーベルクの提示した第二次世界大戦

前後の人的連続性という観点もまた、ケイターのみならず、近年の研究や論争にも共通する

問題関心として、その根本を支えている（Prieberg 1982, 9; Kater 1997, viii; Werr 2020, 

186–189）。 

上記のように 2000 年以前の研究では、ナチ体制という特殊な社会状況をどちらかという

と考慮の外に置き、より広い時代的系譜のなかで当時のドイツにおける音楽文化の連続性

をたどろうとする研究が多く見受けられる。一方で、2000年以降の研究や論争には、「人種」

概念と音楽学の政治的関与に焦点を当てた研究が多くみられる。このことからも、2000 年

代以降は、2000 年以前の研究が培ってきた連続性という観点からの揺り戻しが、一部で起

こっているようにも思われる。エッゲブレヒトのユダヤ人大量殺戮への関与の有無、ブルー

メの人種主義に対する態度を問い直す論争が 2010 年代に起こっていることは、その事態を

象徴的に示しているといえよう。ヴェルもまた、ナチ・イデオロギーとは異なる「人種」理

念の諸相を明るみに出しつつも、最終的にはナチ体制に対するそれぞれの態度と距離が、第

二次世界大戦後の活動にいかに影響を与えたかについて検討を行っている（Werr 2020, 

186–189）。 

以上の点を踏まえると、第三帝国期前後に緩やかに通底する時代的連続性を視野に入れ

つつも、やはり第三帝国期という特殊な時代的状況にも改めて着目する必要があるだろう。

「同時代的な知におけるイデオロギー批判的な分析」（John 2001, 466）が不可避であると

エックハルト・ジョン Eckhard John（1959– ）は述べている。音楽学の言説内部で、「人

種」概念をはじめとする特殊ナチ的なイデオロギーを含む語や概念が、いかなる知的文脈と

結びついて使用されているのか。ナチ・イデオロギーに関連する語や概念について、まずは

同時代的な文脈を踏まえたうえで、音楽に関する個々の言説を検討する必要があるだろう。

しかしまた同時に、それらの語や概念が含み持つ民族イデオロギー、反セム主義、社会ダー

ウィン主義、反知性主義、文化悲観主義、音楽ボルシェヴィズムなどの諸要素は、より広い

時代的文脈において捉えられうるものでもある（John 2001, 466）。結局のところ、音楽学

における「人種」概念の把握は、音楽学にとどまらず通時的・共時的な広い文化的文脈を同

時に踏まえたうえでなされねばならない。 

しかしその際に、政治的犯罪の追及のみを目的とする、あるいはナチ／非ナチを同定しよ

うとする過度な姿勢は避けるべきであろう。例えばポッターは、以下のように述べつつナチ
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／非ナチの区別の不毛さを論じている。 

 

ナショナリズム、フェルキッシュ思想、人種理論、民俗学、社会ダーウィニズム、ドイ

ツ観念論、実証主義に影響された長期にわたる学問的傾向とナチ・イデオロギーは、い

かに区別することができるのだろうか（Potter 1998, 253）。 

 

このように述べたうえで、ポッターは、ハンス・ヨアヒム・モーザー Hans Joachim Moser

（1889–1967）の『ドイツ系諸部族の音楽 Die Musik der deutschen Stämme』（1957 年）

出版とその反響を例に、「人種」概念や反ユダヤ主義という概念の曖昧さを明らかにしてい

る。 

 本書において、モーザーは無思慮にも異なる民族としてユダヤ人を論じた。それゆえブル

ーメとドイツ音楽学学会はこの書籍の書評を拒否した。その結果、モーザーは第二次世界大

戦を経てなお民族性に依拠したドイツ性の発見に固執したがゆえに、ナチ的な音楽学者と

して糾弾されることとなる。一方でブルーメは、戦後に非ナチ的な音楽学者という自己アピ

ールを成功させたことで、ナチ・イデオロギーに対して「抵抗」を図った音楽学者として賞

賛されることとなったのである（Potter 1998, 253–254）。 

第三帝国期において、モーザーのみならずブルーメをはじめとする多くの音楽学者が、音

楽におけるドイツ性の定義をナチ・イデオロギーに準じた「人種」概念との関連から探求し

ようとした。にもかかわらず、一方は音楽における民族的性格を第二次世界大戦後も論じた

がゆえに第三帝国期から常に「ナチ的な」音楽学者であったと糾弾され、他方はナチとの決

別を成功させたがゆえに第三帝国期から既に「非ナチ的な」音楽学者であったと賞賛される。

第二次世界大戦後における倒錯した政治的評価の事態は、音楽学の非ナチ化を試みること

の無意味さ、ひいてはナチ／非ナチを定義することの不可能性を示しているとポッターは

指摘する（Potter 1998, 255)。 

ナチ／非ナチの区別に捕らわれない考察を進めていくうえで前提となるのは、ナチ国家

による音楽学の「強制同一化」は外部からの一方的な強制では決してなく、音楽学自らの適

応と、内部の権力闘争を伴った自らの選択による自己同一化であったという認識である

（John 2001, 462）。特定の音楽学者がナチであった、あるいはナチの犠牲者であったとす

るナラティヴを避けると同時に、そもそもナチ・イデオロギーと音楽学研究は別物であった

としてその政治的関与を切り離そうとするナラティヴも避けねばならない（John 2001, 



関西美学音楽学論叢 第 8巻 2024年 

Kansai Journal of Aesthetics and Musicology, Vol. 8, 2024 

 

34 

 

467–468）。本稿でも示したように、エッゲブレヒトやブルーメをはじめ音楽学者の政治的

関与に関わる問い直しは、近年激化しつつある。このような政治的評価を踏まえたうえでな

お、フィンシャーの述べる「客観的な、できうる限り先入見に縛られない音楽学の役割の評

価」（Finscher 2001a, 7）は、今後より強く求められることになるだろう。 

以上の点を踏まえたうえで、ナチ・イデオロギーと音楽学の連関をいかに文化的・社会的・

政治的側面から問い直せばよいのだろうか。この点について、「快刀乱麻を断つ誤った普遍

的手がかりとしての「人種」理念の魅力」（John 2001, 467）を探るべきとしたジョンの指

摘はとりわけ示唆的である。「人種」という概念がいかなる共同体を構想するものとして捉

えられたのか。「人種」をはじめとするナチ的な用語や概念にいかなる感情・情動が宿され

ていたのか。あるいはその用語や概念にいかなる社会や未来への希望が読み込まれたのか。

感情に基づく共同体や社会の形成において、音楽はいかに有用な装置として意味づけられ

たのか。このような観点から音楽学における「人種」概念の文化的・社会的・政治的布置、

およびそれを駆動させる概念装置としての音楽や音楽活動をたどり直すことで、「人種」概

念を含めたナチ・イデオロギーの「魅力」の実相の一端を掴むことが可能となるだろう。 

例えばブレッシンガーは、「ドイツ精神 German psycheにとって無意味」（Potter 1998, 

38）であり「共通の音楽感情 collective musical feelingからかけ離れた」（Potter 1998, 38）

ものであるとして、チェコの作曲家アロイス・ハーバ Alois Hába（1893–1973）を非難し

たという。この「ドイツ精神」や「共通の音楽感情」という感性・感情に関わる用語は、い

ったいいかなる意味と文脈において捉えられうるものなのだろうか。また『音楽における人

種の問題』には、「人種」に基づく感情を統治・訓育し、社会形成に資する役割を担う学問

として音楽学が捉えられている箇所が見受けられるという（Potter 1998, 187）。であれば、

ブルーメは「人種」概念にいかなる感情を託したのか。 

これらの課題については、音楽や音楽活動と、人種をはじめとするナチ的な語や表現、そ

してそれに仮託された感情、民族共同体、未来構想の間にある相関関係について、音楽学内

部の言説と当時の社会状況および時代的連続性を突き合わせつつ検討する必要があるだろ

う。18音楽や音楽活動は、人種を一にするゲルマン民族における何らかの共通感情を誘発さ

せる装置の一部として機能したはずである。このような観点から、音楽や音楽活動にその役

 
18 例えば小野寺拓也（2016）は、感情や道徳という観点から民族共同体における包摂と排

除のダイナミクスを考察する方向性を具体的に提示している。 
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割を課そうとした音楽学の言説を検討する必要がある。 

 本稿では、第三帝国期における音楽状況に関する研究の動向を包括的に確認するととも

に、今後の課題と新たな方向性の模索を試みた。これらの課題に関する具体的な考察につい

ては稿を改めることとして、本稿を閉じることとする。 

 

*本研究は JSPS科研費 21K12875の助成を受けたものです。 
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